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６．医     務 
 

  

医療法等関係法令に基づき、病院（受理・経由）、診療所、歯科診療所、助産所、施術所、歯科

技工所等の医療施設に対する許可、諸届出の受理及び医療関係者免許申請書の受理・経由を実施し

ている。また、これらに対する住民の苦情及び相談に対応している。 

 

[1] 医療施設の概要 

 
医療法及び関係法規に基づき、許可・届出の受理を行なっている。 

 

（1）医療関係施設                            （単位：件） 

区分 

年度 
開  設 廃  止 施 設 数 

29 126 97 1,617 

30 137 114 1,639 

元 139 103 1,675 

2 122 112 1,685 

3 147 100 1,732 

（
令
和
４
年
３
月
31
日
現
在
） 

病  院 0 0 14 

一 般 診 療 所 56 35 507 

歯 科 診 療 所 19 11 325 

助  産  所 0 0 2 

施術所（あ・は・き） 30 22 382 

施 術 所 （ 柔 ） 14 16 186 

出 張 施 術 業 務 20 12 250 

歯 科 技 工 所 8 4 66 

（注）施術所（あ・は・き・柔）については 

       あ：あん摩マッサージ指圧師、は：はり師、き：きゅう師、柔：柔道整復師 

 

（2）区内病院及び診療所 病床数                                 
 (単位：床) 

２次医療圏(豊島区・北区・板橋区・練馬区)ごとに

基準病床数が定められており、病床数変更には都の

許可を要する。 

 

（注）病院の病床数変更を含む東京都への許可申請

内容を反映し、前年の事業概要報告数を訂正した。 

 

 

 

 

 

      区 分 

年 度 
病 床 数 

29 1,785 

30 1,756 

元 1,753 

2 1,749 

3 1,749 

 病     院 1,643 

一般診療所 106 
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（3）その他 

法人による診療所の開設、病床の使用にあたっての許可事務を行なっている。 
（単位：件） 

区 分 令和３年度 件数 

  巡回診療等受理数（※） 593(448) 

二 か 所 管 理 許 可 1 

他 の 者 管 理 許 可 0 

開 設 許 可 28 

病 床 使 用 許 可 0 

一 部 変 更 許 可 16    

（※） カッコ内は受理数のうち豊島区で巡回診療等を行う件数  

 

[2] 医療従事者免許 

 
医師・歯科医師・薬剤師・看護師等の免許の申請・籍訂正・書換・再交付等の経由事務を行なって

いる。 
（単位：件） 

区分  

 

年度 
総数 医師 歯科医師 薬剤師 保健師 助産師 看護師 准看護師 

29 406 56 27 54 27 10 150 24 

30 454 83 31 101 26 7 145 14 

元 679 105 30 112 67 17 255 18 

2 715 139 36 78 78 17 282 25 

3 666 136 40 72 53 14 277 18 

 新 規 159 45 14 19 5 2 44 4 

籍 訂 正 239 42 12 24 23 6 111 7 

書 換 234 39 11 25 23 6 109 7 

再 交 付 25 4 1 3 2 0 13 0 

抹 消 ・ 返 納 9 6 2 1 0 0 0 0 

区分 
 

年度 

臨床検査 

技  師 

衛生検査 

技  師 

診療放射線 

技  師 

作 業 

療法士 

理 学 

療法士 

視 能 

訓練士 

29 18 0 11 13 16 0 

30 13 0 6 5 15 8 

元 17 0 11 13 26 8 

2 19 0 11 9 19 2 

3 15 0 8 7 22 4 

 新 規 7  6 1 8 4 

籍 訂 正 4 0 1 3 6 0 

書 換 4 0 1 3 6 0 

再 交 付 0 0 0 0 2 0 

抹 消 ・ 返 納 0 0 0 0 0 0 

   （注） 事務処理特例交付金における医師等の籍訂正書換申請件数について、元年度より籍訂正・書換を同時にお

こなっても、申請２件と計上することになり、元年度より件数が増加している。 
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[3] 救急医療機関 
 

 救急医療機関の決定は、病院の申出により保健所・消防署・医師会の意見書及び審査会の意見を

踏まえ都知事が行なっている。保健所では、人的・構造設備上の調査を行ない、その結果を意見書

として都知事に提出している。  

□救急告示医療機関（13ヵ所）                    令和4年4月1日現在 

名       称 所   在   地 電  話 

医 療法人社 団育生會 山 口 医 院 
医 療法人社 団日心会 総合病院一心病院 
 東京都立大塚病院 
 岡 本 病 院 
医 療法人社 団生全会 池 袋 病 院 
医 療法人社 団卓秀会 平 塚 胃 腸 病 院  
医 療法人社 団雙和会 原 整 形 外 科 病 院 
社会医療法人社団大成会 長 汐 病 院 
医 療法人社 団瑞雲会 高 田 馬 場 病 院  
医 療法人社 団豊迪会 大 同 病 院 
医 療法人社 団仁泉会 と し ま 昭 和 病 院 

 要 町 病 院 
 豊 島 中 央 病 院  

豊島区西巣鴨1-19-17 
豊島区北大塚1-18- 7 
豊島区南大塚2- 8- 1 
豊島区東池袋2- 5- 5 
豊島区東池袋3- 5- 4 
豊島区西池袋3- 2-16 
豊島区西池袋3-36-23 
豊島区池  袋1- 5- 8 
豊島区高  田3- 8- 9 
豊島区高  田3-22- 8 
豊島区南長崎5-17- 9 
豊島区要  町1-11-13 
豊島区上池袋2-42-21 

(3915) 5885 
(3918) 1215 
(3941) 3211 
(3987) 6580 
(3987) 2431 
(3982) 1161 
(3988) 5005 
(3984) 6161 
(3971) 9800 
(3981) 3213 
(3953) 5555 
(3957) 3181 
(3916) 7211 

（注）休日診療所については、P.221に掲載。  

 

[4] 医療苦情相談 
 

  医療関係施設に関わる苦情・相談を受理している。 
（単位：件） 

区 分 

年 度 
診療所 歯科診療所 

施術所 

（あ・は・き） 
施術所（柔） 

29 37  5 6 4 

30 56  9 1 1 

元 85 14 5 1 

2 86 25 3 4 

3 90 25 2 3 

（注）施術所（あ・は・き・柔）については 

       あ：あん摩マッサージ指圧師、は：はり師、き：きゅう師、柔：柔道整復師 

 

[5] 衛生検査所の登録業務 

 

衛生検査所の登録、諸届出の受理及び精度管理専門委員の同行による監視指導を実施している。 

                                                                     （単位：件）               

区 分 

年 度 
新 規 廃 止 施 設 数 立入検査 

29 0 0 1 0 

30 0 0 1 1 

元 0 0 1 0 

2 0 0 1 1 

3 0 0 1 0 

（注）2年度に1度、定例監視を行なっている。 


